
議案第109号 

 

備前市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 

備前市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

 

令和2年11月25日提出 

 

備前市長 田 原 隆 雄 

 

 

 

 

 

備前市条例第 号 

 

備前市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

第1条 備前市職員の給与に関する条例(平成17年備前市条例第57号)の一部を次のように改正

する。 

第18条の2を削る。 

第19条第2項中「前4条」を「第16条及び第17条」に改める。 

第21条第2項及び第3項中「100分の130.0」を「100分の125.0」に改める。 

第27条第2項中「国立及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律」を「公立の学

校の事務職員の休職の特例に関する法律」に改める。 

第2条 備前市職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

第21条第2項及び第3項中「100分の125.0」を「100分の127.5」に改める。 

附 則 

この条例中第1条の規定は令和2年12月1日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。 
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議
案
第
1
0
9
号
参
考
資
料
 

備
前
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
新
旧
対
照
表
(
第
1
条
関
係

)
 

改
 
 
 
正

 
 
 
案
 

現
 
 
 
 
 
 
 
行
 

第
1
8
条
 
削
除
 

第
1
8
条
及
び
第
1
8
条
の
2
 
削
除
 

(
宿
日
直
手
当
)
 

(宿
日
直
手
当
)
 

第
1
9
条
 
（
略
）
 

第
1
9
条
 
（
略
）
 

2
 
前
項
の
勤
務
は
、
第
1
6
条
及
び
第
1
7
条
の
勤
務
に
は
含
ま
れ
な
い
も
の
と
す
る
。

2
 

前
項
の
勤
務
は
、
前
4
条

 
 
 
 
 
 の

勤
務
に
は
含
ま
れ
な
い
も
の
と
す
る
。
 

(
期
末
手
当

)
 

(
期
末
手
当

)
 

第
2
1
条
 
（
略
）
 

第
2
1
条
 
（
略
）
 

2
 
期
末
手
当
の
額
は
、
期
末
手
当
基
礎
額
に
1
0
0
分
の
1
2
5
.
0
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、

基
準

日
以

前
6
箇

月
以

内
の

期
間

に
お

け
る

そ
の

者
の

在
職

期
間

の
次

の
各

号
に

掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
 

2
 
期
末
手
当
の
額
は
、
期
末
手
当
基
礎
額
に
1
0
0
分
の
1
3
0
.
0
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、

基
準

日
以

前
6
箇

月
以

内
の

期
間

に
お

け
る

そ
の

者
の

在
職

期
間

の
次

の
各

号
に

掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
 

(
1
)
～

(
4
)
 
（
略
）
 

(
1
)
～

(
4
)
 
（
略
）
 

3
 
再
任
用
職
員
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「

10
0
分
の
1

2
5
.
0
」
と
あ
る
の
は
「
1
0
0
分
の
7
2
.
5
」
と
す
る
。
 

3
 
再
任
用
職
員
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「

10
0
分
の
1

3
0
.
0
」
と
あ
る
の
は
「
1
0
0
分
の
7
2
.
5
」
と
す
る
。
 

4
～

6
 
（
略
）
 

4
～

6
 
（
略
）
 

(
休
職
者
の
給
与
)
 

(休
職
者
の
給
与
)
 

第
2
7
条
 
（
略
）
 

第
2
7
条
 
（
略
）
 

2
 

職
員

が
結

核
性

疾
患

に
か

か
り

法
第

2
8
条

第
2
項

第
1
号

に
掲

げ
る

事
由

に
該

当

し
て
休
職
に
さ
れ
た
と
き
は
、
教
育
公
務
員
特
例
法
(
昭
和
2
4
年
法
律
第
1
号

)第
1
4

条
(
公

立
の

学
校

の
事

務
職

員
の

休
職

の
特

例
に

関
す

る
法

律
 

 
 

 
(
昭

和
3
2

2
 

職
員

が
結

核
性

疾
患

に
か

か
り

法
第

2
8
条

第
2
項

第
1
号

に
掲

げ
る

事
由

に
該

当

し
て
休
職
に
さ
れ
た
と
き
は
、
教
育
公
務
員
特
例
法
(
昭
和
2
4
年
法
律
第
1
号

)第
1
4

条
(
国

立
及

び
公

立
の

学
校

の
事

務
職

員
の

休
職

の
特

例
に

関
す

る
法

律
(
昭

和
3
2

5



年
法
律
第
1
1
7
号
)
に
お
い
て
準
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
)
の
規
定
の
適
用
を
受
け

る
場
合
を
除
き
、
そ
の
休
職
の
期
間
が
満
2
年
に
達
す
る
ま
で
は
、
こ
れ
に
給
料
、

扶
養
手
当
、
地
域
手
当
、
住
居
手
当
及
び
期
末
手
当
の
そ
れ
ぞ
れ
1
0
0
分
の
8
0
を
支

給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

年
法
律
第
1
1
7
号
)
に
お
い
て
準
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
)
の
規
定
の
適
用
を
受
け

る
場
合
を
除
き
、
そ
の
休
職
の
期
間
が
満
2
年
に
達
す
る
ま
で
は
、
こ
れ
に
給
料
、

扶
養
手
当
、
地
域
手
当
、
住
居
手
当
及
び
期
末
手
当
の
そ
れ
ぞ
れ
1
0
0
分
の
8
0
を
支

給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

3
～

6
 
（
略
）
 

3
～

6
 
（
略
）
 

 

備
前
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
新
旧
対
照
表
(
第
2
条
関
係

)
 

改
 
 
 
正

 
 
 
案
 

現
 
 
 
 
 
 
 
行
 

(
期
末
手
当

)
 

(
期
末
手
当

)
 

第
2
1
条
 
（
略
）
 

第
2
1
条
 
（
略
）
 

2
 
期
末
手
当
の
額
は
、
期
末
手
当
基
礎
額
に
1
0
0
分
の
1
2
7
.
5
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、

基
準

日
以

前
6
箇

月
以

内
の

期
間

に
お

け
る

そ
の

者
の

在
職

期
間

の
次

の
各

号
に

掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
 

2
 
期
末
手
当
の
額
は
、
期
末
手
当
基
礎
額
に
1
0
0
分
の
1
2
5
.
0
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、

基
準

日
以

前
6
箇

月
以

内
の

期
間

に
お

け
る

そ
の

者
の

在
職

期
間

の
次

の
各

号
に

掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
 

(
1
)
～

(
4
)
 
（
略
）
 

(
1
)
～

(
4
)
 
（
略
）
 

3
 
再
任
用
職
員
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「

10
0
分
の
1

2
7
.
5
」
と
あ
る
の
は
「
1
0
0
分
の
7
2
.
5
」
と
す
る
。
 

3
 
再
任
用
職
員
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「

10
0
分
の
1

2
5
.
0
」
と
あ
る
の
は
「
1
0
0
分
の
7
2
.
5
」
と
す
る
。
 

4
～

6
 
（
略
）
 

4
～

6
 
（
略
）
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